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テーマ　「道州制と地方分権」

－道州制とは…。そして、今後の地方自治はどうあるべきか－

講　師 財団法人地方自治総合研究所主任研究員　辻山　幸宣　氏

平成18年３月24日（金）午後２時／ウェルシティ前橋

■ 公開セミナー概要

当研究会では、都市間競争や道州制等を踏まえ、我々が生活するこの県央地域
を、いかに〝魅力ある〟、そして〝夢のある〟地域にしていくかというスタンス
で、これまで県央政令指定都市実現に向けた活動を推進してまいりました。
このような状況下、県央地域においては「平成の合併」により行政区画や市町

村の枠組みが大きく変容してきており、新たな県央地域の将来ビジョンの策定と
その具体的対応が強く求められています。一方、国（総務省）の地方制度調査会
において道州制に関する検討がなされてまいりましたが、平成18年２月には
「道州制のあり方に関する答申」（P41～44参照）が行われるなど、都道府県を
ブロック単位で再編成し、各州の自立性と権限委譲による国政のスリム化を目指
そうとするこの動きが 加速されつつあります。
本セミナーは、「道州制と地方分権」をテーマに、道州制とは何か。そして道

州制を踏まえた今後の自治体はどうあるべきか等、会員の皆さんのみならず、地
域の皆様とともに学び、今後の県央地域の将来ビジョン等に関する調査研究活動
に大いに反映してまいりたいとの趣旨により企画させていただいたものです。

（講演概要）

ご紹介いただきました、辻山でございます。

私は、地方自治とか地域政治を専門にして

おりますので、自治というものを基本に据え

たときに、区域とか都市というものが持つ意

味とは何かということが話の中心になるかと

思います。また、今日は「道州制とはどうい

うものか」ということをお話しする予定はご

ざいません。これまで既に道州制についての

構想というものは何度も議論されてきていま

す。例えば、かつての第４次地方制度調査会

が1957年に示した「地方」案、それから、

1967年に日本商

工会議所が示した

「道州制」案など

いくつもの提案が

あり、概ね目指し

ている姿、形とい

うのは了解がある

ところでしょう。

それらを前提条件

にいたしまして、私は、そのようにして何度

も道州制の議論が出てきたにも関わらず、今、

平成の時代になって、再びこれが出てきた政
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治的な背景と時代の事情というのは何かとい

うことを考えていきたいと思っております。

はじめに－地方自治をめぐる状況

始めに、地方自治をめぐる状況に触れてお

きます。日本経済の停滞ということが10数

年続いていて、失われた10年とも、15年と

も言われています。ご承知のように、この間、

地方の経済は極めて低調で、まさに地方は疲

弊してきている。そして、都市部との間に格

差が拡大してきているということが指摘され

ています。これが、第一点。

第二点は、そのような中で地方分権改革が

行われたということ。2000年に施行された

地方分権一括法によって、一応、制度的には

地域の自己決定ということを重視していく仕

組みにしよう、その代わり自己責任というこ

とも地域で考えていただく、というスローガ

ンの元に改革が行われました。さて、この改

革が果たして、分権型社会の創造に繋がって

きているのかどうかも、要件のひとつに入れ

なければならないと思います。

第三点としては、同じく、2000年に介護

保険制度が導入され、新しい社会保障の時代

に入ったということも押さえておく必要があ

ります。とりわけ、今日では官業の民間開放、

俗に言う「市場化テスト法（競争による公共

サービス改革法）」などが国会に上程されて

います。介護保険はそのような形で、社会保

障あるいは社会サービスといわれているもの

を市場化していくことの、まさにはしりとい

える制度であっただろうと思っております。

他方、一時期騒がれた三位一体の改革は、

今や終息に向かいつつあるというか、ほとん

ど大きな議論とならなくなってきております

が、実はこの国の戦後政治を考えるうえでも

大きな転換点を示した改革であったというこ

とを後で述べようと思います。そして、その

ことと関連して、昨年の総選挙において何が

選択されたのか、このような様々な要素の中

から道州制ということが再び、三度とでも言

いましょうか、登場してきたのだというふう

に考えているわけです。

自治体はどのようにして作られたか

地方自治体、地方政府と言われるものが、

そもそも何のために存在しているか、自治体

はどのように作られたか、ということを最初

に少し述べておきます。

日本の場合、共同性で行われていた集落の

自治に成り代わって行政機構というものがで

きてきたと言われています。集落の自治を誰

がしていたのかというと、住民たちが自分た

ちでやっていました。道や堤防の普請、河川

の浚渫、様々なことをやっておりましたし、

生活に行き詰った人には社会保障を共同で担

っていたとも言われています。そして、その

集落の自治が崩れていく。つまり、共同性が

維持できなくなったときに、村寄合が相談を

持ち、地域の公共財の管理と公共サービスを

担当する専門のセクションを作ろうというこ

とで、行政というものを生み出していったと

考えられます。従って、依頼と代理関係－近

代の憲法では信託と言っておりますが－、こ
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こに人々からの信託を受けた自治体制という

ものが生まれました。

私たちが理解しているのは、このようにし

て集落社会と政府部門とが引き離された制度

として発達してきた自治体とその制度だとい

うことです。社会と政治、行政が一体的に発

達する予定だったのですが、近代へ移行する

過程で明治維新政府が、政府部門を国・県・

市町村と組み立て、中央集権的な政府ブロッ

クを形成していった。そのとき、私たちの最

も基底部分である共同社会というものが、置

き去りにされてしまったというのが私の理解

です。そして、共同社会を維持していくとい

う意識は、やがて戦後の高度経済成長ととも

に次第に低下していき政府部門に代替されて

いった、そういう歴史を歩んできたのではな

かっただろうか。

そういう意味で申し上げますと、元々市民

社会に住んでいる人たちは、中世では「Civil

（シビル）」と言われている市民、住民。元来

は、「ｃivitas（キビタス）の住民」という意

味だったそうで、キビタスとは城壁で囲まれ

た空間を自分たちで自治する特許を国王から

得ていた…その空間の住民ということです。

従って、そこにできたものは閉鎖的で、黒澤

明さんの映画に７人の侍を雇って集落に塀を

めぐらして戦ったというのがありましたが、

あのように自治体というものは外敵と戦って

でもそこに住んでいる構成員たちの生活を如

何に持続的に保障していくかを、本来の役割

として元々育った、できたということであり

ます。

近代国家と自治体・社会

近代的な地方制度のもとでは、地方の政府

は中央政府の指令で動くということは当然含

まれているわけでありまして、地方分権推進

委員会において、概ね府県では7～8割が、

市町村は3～4割が中央政府の指令に基づく

事務である、俗にいう機関委任事務であった

と批判して改革をしました。これが分権改革

というものでした。

このようにして、人々が共同で担ってきた

もの、共同性に代わって引き受ける形で生ま

れた地方の政府が、中央政府の出先機関とし

ての役割を担わされているという性質をもっ

て発達してきたと考えられます。それもあっ

て、社会を担っていたといわれているような

国家のサブシステム、つまりは政治システム

と市場経済と社会システムがあって、その中

で住民が共同することで成り立ってきた社会

という世界が、次第に政治・経済の両部門へ

と吸収されていく歴史を歩んできたのだろう

と考えられるわけです。

先ほど申しました公共財の管理というの

は、言うまでもなく公共部門の役割として移

ってきたわけでありますが、同時に年寄りの

世話を家族でみるとか、孫の世話を「ばっち

ゃん」や「じっちゃん」がみるとか、家族が

持っていた機能もまた保育という形で行政や

市場へと変わっていく。あるいはお年寄りの

介護も今や民間の企業がこの機能を担ってい

るというふうに、次第に社会システムの機能

が低下していく中で、益々行政が担うべき役
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割が大きくなっていく。そして、その中で作

り出される行政と人々との関係というのは言

ってみれば「任せておけばちゃんとやってく

れるさ」ということ。確かに行政はよくやっ

てきた。応えてきたのです。

戦後一貫して、このように私たちの共同社

会が成し得ないことについては、政府に頼み、

それによく応えてくれる関係でした。もちろ

ん、高度経済成長による順調な税収があって

応えることができましたし、応えるべき仕事

も実に多かったわけです。高度経済成長に伴

って、地域社会もどんどん変貌しました。道

路も舗装しなければならない、河川にも手を

入れなければならないという形で仕事が増

え、住民たちは要求する、それに応えるとい

う形で、要求－応えの攻防がずっと続いてき

ました。

大きな要求については、例えば市町村に要

望が集まると、それを実現するために国のレ

ベルに働きかけて補助金を取ってくることが

必要になります。そのときには、地元の政治

家が大きな期待を担わされるという構造で

す。このように、人々が次第に政治部門に頼

んで地域の、生活の課題を解決していくとい

う構造に、戦後半世紀にも亘って応えてきた

のが、俗に「日本型再分配システム」と言わ

れる政権政党の基本姿勢でありました。つま

り、この要求に応えることが政治の役割であ

り、同時に、それに応えることによって多数

の得票が期待できる構造なのだと考えられる

わけです。

日本型政治再分配システムというのは、地

元への利益誘導政治であるということで、私

どもは批判してきたわけです。これは、中央

に集められた資源、主として財政資源ですが、

これをめぐって仕切られたそれぞれの政策空

間、政権政党の政調会とか部会、調査会とい

われるような－例えば、道路については道路

調査会などですが－、この国の私たちが暮ら

しているなかで解決が必要な現象を解消する

ための政策決定をその部会などに委ねる。こ

れを私は「仕切られた政策空間」、「仕切られ

た空間」と呼んでいるのですが、ここで配分

を行うことになる。そして、それぞれの部会

が自分たちの空間の利益を最大化するために

お互いに競争をする。日本型政治を分析して

いる元スタンフォード大学の青木教授は、そ

れを「仕切られた競争」と表現されました。

他の分野のことは気にしないで、自分のとこ

ろの利益を最大化するために働く。その働く

源泉は何かといえば、例えば建設業界であれ

ば、ゼネコンからの支持というものを受けて、

そこで、その利益を最大化する。福祉の業界

もそうであります。医師なら医師でそう、教

育なら教育、様々な形でやられましたので、

この国の幅広い利益をここで代表してきたと

言われているのです。これを「擬似福祉国家」

とも言ったりするわけであります。まさに、

自民党の長期政権が続いた理由は、このよう

な形で幅広い国民、各階層の課題を解決する

能力を、このような場で担っていたからだと

よく言われています。

もう一つ、日本型の福祉システムの問題が

あります。時間の関係で省きますが、簡単に
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申し上げますと、長期雇用とか家族手当を付

けるなどを企業が行うことによって、福祉と

いう社会サービスを家庭内で供給してもらう

というシステムを長く続けてこられた。した

がって、このような再分配の資源を社会保障

の方にあまり割かずに、公共事業として全国

に分配できたということであります。そして、

このやり方が限界に来たということは当然お

わかりだと思いますけれども、要求に応え、

次の得票に期待するという構図が半世紀も続

きますと、政府もアップアップになってしま

います。そのようなことで、小泉構造改革と

いうものが登場してきたのだろうと考えてい

ます。

戦後政治の転換とは

－2005年総選挙のもう一つの意味

要求に応える政治は、所詮は利益誘導とか、

ゼネコンばかり太らせてきたと批判もしてき

ましたが、このシステムを退治するというの

が今回の2005年９月の総選挙の主眼であっ

たと考えているわけです。それは、高速道路

が、スーパー堤防がほしい、道路を増やして

ほしい、という地域の様々な要望をいちいち

国に持って来る。そして、切られた空間でこ

れを決定する。そうすると、内閣の政治的な

リーダーシップが常に侵されるということに

なります。小泉さんが首相になってから、

常々描かれてきた対決姿勢、抵抗勢力との戦

いとして機能してきた構図であります。この

争いに決着をつけるという形で郵政の民営化

をテコにした総選挙を仕掛けたと考えること

ができます。したがって、党のマニフェスト

や政策よりも、地元のことを優先する政治家

に退場していただきましょうというのがひと

つのテーマでありました。現実には、あの選

挙のときに地元最優先の政治家たちが、つい

に脇へ追いやられてしまったのです。当選し

た人たちも、ここでの影響力を圧倒的に低下

させられております。

総選挙後、直ちに小泉さんと安倍さんはこ

の仕切られた空間の改革に手を出しました。

自民党内に置かれている93あった調査会を

統合するということを打ち出しました。加え

て、調査会長の任期を決めようと提案しまし

た。今までずっと任期のない独立政策空間で

あったわけですが、任期制にすることでボス

を退治しようとした。この日本型の再分配構

造に手をつけたというのが、今回の総選挙で

あったと思っているわけです。

戦後システムの転換と関わる措置

さて、ここで問題なのは、仕切られた政策

空間をつぶしたいま、様々な業界や人々の暮

らしから出てくる要求を、何処で政策調整す

るのかという問題です。理想的には、一気に

中央の仕切られた空間を地方へ分権する。そ

して地方でそれぞれの利害調整と政策の実

現、優劣を決めていくことが想定されます。

実は、地方分権改革は小泉さんが首相になる

前から手がけていたわけでありますが、その

精神、最も重要なところを捉えて改革に乗り

出したのが「三位一体の改革」であったと考

えています。どういうことかと言うと「小泉
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構造改革の基本方針2003」では、「地方の支

出については、地方の権限と責任で決め、地

方の財源で賄うようにしていく」ということ

を打ち出している。これが三位一体の改革の

始まりと言われているわけですが、要するに

地方の要求について、いちいち中央で決定を

して補助金を配分するとかではなくて、地方

のことはできるだけ地方でやってほしい、国

と地方のパイプを切断する。そうすると、地

元選挙区を代表している代議士の影響力が低

下することになります。この政策間の影響力

をつぶしていくことと並んで、地方に財源を

任せるから、地方で決定して賄って、国庫補

助金を削減していく。しかし、削減するだけ

では政策が行き詰りますので、その分だけ税

源を地方に渡すからやってみろと言ってきた

わけです。

三位一体の改革の具体的な到達点がどれほ

ど不完全で不十分なものであるか、皆さんも

ご承知の通りでありまして、補助金の削減は

４兆円もやったのに税源移譲は３兆円しかな

いという不満もあります。補助金の削減につ

いても、地方での裁量でそのお金を決められ

るようにという基本があったのですが、単な

る国庫補助率を下げて負担だけ地方にお願い

する形になり不満が多くでました。市町村に

おいては、税源移譲されても大半が都道府県

の税収であって、マイナスになってしまうと

いう現実で、それにも関わらず地方に譲り渡

された３兆円という税源は、実は住民税で集

めなければならないという問題になったので

す。これも、汗をかかなければならないのは

市町村。県民税についても、市町村が市町村

税の条例化を行って、これまでよりも多くの

税を集めることになります。そういう様々な

不満があって、段々勢いが失せていっている

気がします。

私は考え方として、地方分権の基本は「地

方の支出はできるだけ地方の財源で賄うとい

うこと」が重要であると考えております。

さて、総選挙の問題を軸にして、地方分権

の改革も三位一体の改革もずっと繋がったひ

とつの流れで、戦後型政治を転換しなければ

ならないということであったと考えていく必

要があると思っております。それを後押しし

たものに産業界もあります。日本経団連の新

春の基本文書では、「この改革を早く進めよ

う。世界経済の中で日本の経済が取り残され

ているので、重点的に研究開発費を国家が投

資することで日本経済の再生を図っていかな

ければならない」とあります。それから考え

ますと、地方へ回している財源、例えば交付

税などを取ってみても、毎年20兆円にもな

っていることに極めて苛立たしい思いをして

いるのです。

かつて、大前研一氏が「新・国富論」を書
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いたときにこのようなくだりがあったのをご

承知でしょうか。「この国のやり方は、中央

から地方へ補助金という形で次々に金をまい

ていき一時期の地方の痛みを抑えているにす

ぎない。それは、あたかも麻薬を打ち続けて

いるようなものだ」と指摘をしたことがあり

ます。本当にその国が投資した金でもって、

地方が自立していけるような政策の下に出さ

れているのではなくて、単なる一時しのぎの

痛み止めである。しかも、それを打ち続けて

いると益々本体が疲弊していく、治癒しない

だけではなくて地方が駄目になる、というこ

とを大前さんは言っています。これは1980

年代のことです。

そのような繰り返しが、政権政党を長期化

させる秘訣であったし、一方で、そのことに

よって日本は世界でも珍しい、高度な経済成

長と地域間も含めたある種の平等ということ

が実現されたと言われているわけです。

それを上手く改革していこうとしていると

き、どこに痛みが出るのか。第一には当然の

ことながら、地方ということになりそうです。

もうひとつは勤労者。どこに痛みが出るかと

言いますと、単純ですが先ほど申し上げた日

本型のシステムが長期雇用、家族手当などで

生活そのものを企業が支えてきた。また、そ

れだけではなくて、生活の中のリスク、病気、

育児なども社員間の相互扶助と企業の負担－

健保組合でもっているという時代でありまし

た。なぜかといえば、日本はものづくりの国

家として伸びていくということを想定してい

ましたので、より良い人材、熟練度の高い労

働者を必要としたわけですから、当然、長期

雇用が常識化していた。しかし、今やそのよ

うな産業構造ではなくなりつつあって、先端

的な知識と技術を持った人々、ICTなどの領

域でいわれるように新しい知識型の産業に向

かうときに、終身雇用のやり方がそぐわなく

なったと言われております。それ故、産業界

の長期雇用が崩れていき、社会の必要性から

あぶれるという状況が生まれてしまっている

のであります。

それでもなお、いわゆる擬似福祉国家とい

われるような、「すべての地域とすべての

人々に等しく権利とサービスを」と考えられ

てきた戦後型の政治が続いている。このこと

は、産業界には高くつく国家、高くつく政府

と思われているのです。そのことを背景に、

この一連の動きが加速されてきたのではない

かと考えています。

次に、これを前提にして中央で仕切られた

空間の再生は可能か、という議論があります。

９月で小泉さんが総理、総裁をお辞めになっ

て新しい政権が生まれたときに、中央による

政策決定、再分配システムを再構築させて小

泉構造改革の逆をいくことはあまり考えられ

ません。それは、このシステムを支えてきた

宏池会系、あるいは田中派から続いてきた保

守本流の政府がほとんど削がれてしまってい

て、バラバラだからです。それだけではなく、

これからの選挙は今回身に沁みた小選挙区制

ですので、これまでのような選挙に後戻りは

出来ない。党のマニフェストを着実に公約と

して説明でき、それを支持する政治家でなけ
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れば当選しないということが益々強くなって

いくのであろうと考えられます。中央に再分

配システムを再構築することは難しいと考え

ざるを得ません。

ではどうするかということで、一気に地方

分権化を図って地方でやっていけ、というに

はあまりにも国土構造に歪みがあって、競争

の部分で自前の財源でやっていくのはなかな

か難しい。次に都道府県はどうなのかという

と、そのようなことが期待されているといえ

そうですが、客観的には大きな財政格差があ

りそうです。市町村レベルでは合併が大いに

進みましたが、まだ大小様々です。問題なの

は、国会でも取り上げられていますように、

この国がどのようにして地域で人々が生きて

いける条件を整えていくか、格差が拡大する

社会の中で、政府の存在とは何かが今、問わ

れているのではないかということです。

例えば、格差拡大社会というものに対して、

都道府県という政府は何を成し得るであろう

かと考えるときに、少なくとも、現在のよう

な地方制度の中でなかなか難しいのは、所得

再分配について多くの機能を果たし得ないか

らであります。客観的にみますと、市町村の

合併が進んで都道府県がいらなくなったなと

いう単純な玉突きの議論が横行しているよう

です。確かに都道府県よりも面積の大きな市、

人口の多い市がいくつも出来てしまいまし

た。サイズの面でいえば、都道府県はすでに

狭くなったとよく言われることです。しかし、

自治というのは、そこに住んでいる人たちが

先々までそこに住み続けようと思える条件を

どのようにして作り得るのかと考えますと、

広さは要素にはなく、むしろ広いということ

はコストが高くつくなあと考えているくらい

です。私は、県が地域において果たすべき明

確な役割を、戦後一貫してこの国の権限配分

の中で担わされてこなかったのではないか、

極めて中途半端な団体に終わってしまったと

考えております。それは、経済についての権

限でありますとか、一部の所得再分配の機能

のことだと考えておりますけれども、ついに

それがないままに道州制というものが提案さ

れているということになります。

私が今日、中央における政策決定のことを

話したのは、地域で政策調整をしていくに際

し、県ではやはり狭いかなという判断があり

えたからであります。今出ている案では９～

13の区域になっていますが、その道州の中

で、その地域を賄っていく機能を期待しよう

と考えているのかもしれません。ただし理屈

の話でありまして、道州制を採用するのは適

当であると地方制度調査会は答申いたしまし

たけれども、では、道州制に移行するために

は誰がどのように動かなければいけないかと

いうと、政治が決断しなければならないとい

う部分が決定的なのです。つまり、国の立法

によって区域を決定し、そのことについて各

都道府県の協議を経たうえで一斉に道州制へ

移行し、そこに国の権限を移していくのです。

国の権限を移すということは、今の官僚制に

とっては大打撃となります。

そこで今、私どもは政治が道州制に動く局

面はどういう時だろうかと議論しております
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が、もしかしたら、あるひとつの政権がピン

チに陥ったとき、地方分権と官僚制の打破と

いうことを旗印にして国民の利益を守り、支

持を獲得し、政権の延命を図るという事態が

考えられる。そうでなければ、普通、そろそ

ろ来年から道州制でいきましょうかという政

治の機運が出てくる可能性は非常に少ないと

考えているわけです。しかし、それは逆にそ

のように設定すれば、いつでも有り得るとい

うことが言えるのでありまして、道州制へ移

行する機運がどのように醸成されるか、つま

り長いスパンで予定されるというより、唐突

に立法が行われる可能性があることを念頭に

おく必要がありそうです。

今回の道州制というのは厄介で、９、11、

13に割る案が出ています。手順としては、

まず国が一定の区割りを示し、各都道府県間

の協議によるとしています。この協議を経た

うえで、国が決定することになるわけですが、

果たしてこの協議が整うだろうか、というこ

とが重要になってきます。

道州の区域例－１を見ますと、これは９道

州、北関東信越という州が予定されています。

新潟、長野、群馬、栃木、茨城ということで、

一つのブロックを形成するわけであります

が、区域例２、３では新潟が入っていない分、

埼玉が入っています。果たして、埼玉は北関

東ということで合意ができるのかどうか。ま

た、埼玉以外の群馬、長野、栃木、茨城の各

県が埼玉を入れるということについて合意が

形成できるのか。このような問題が生じない

のは、今のところ北海道と沖縄だけですし、

それを解決するための協議がどのように行わ

れるのかも、ほとんど想定されていません。

また、区域例－１の北関東信越州においても、

区域例－２、３の北関東州においても、中心

点となるのは地理的には群馬です。ただし、

埼玉では新都心開発で、国の地方出先機関を

全部移して地方行政の区域版をやろうとして

いるわけですから、その持っている吸引力は

強いと考えるべきでしょう。そういう様々な

要素があって、一体、この道州制の区域割り

が協議で決められるのかどうかさえも、まだ

よく分からない状態です。

ご承知のように、この道州制は国の地方行

政組織としてつくるのではなくて、地方自治

体としてつくるといわれていますが、地方自

治体というのはどういう要件を備えていなけ

ればならないかを考えるときに、道州制への

移行は難しいということが言えそうです。た

とえば、長や議会の選挙のときに、関東州の

約3千万近い人々からどうやって選ぶのか、

あるいはリコールをするときにどうか、自治

法上で認められている条例の直接請求をする

ときはどうか、などの様々な要件をクリアす

るのは大変難しいサイズになってしまうとい

う気がしています。

ちなみに、自治法では住民の50分の１の

署名を集めれば条例案を直接請求できると書

いてありますが、戦後これまで都道府県での

条例の制定請求で可決されたのはたった３件

しかありませんでした。知事のリコールはゼ

ロ、都道府県議員の解職もゼロです。広すぎ

るために署名数が達しなかったのか、途中で
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活動中断になってしまった例が多いのです。

都道府県でさえ、現状では、そのようなシス

テムが作動していないのに果たしてどうなの

でしょうか。

もう一つの問題は、それぞれの道州の下に

広大な市町村の統治する区域が存するわけで

す。それを統治する司令塔は一箇所でいいか

もしれませんが、人々の暮らしを維持してい

くためには当然、基礎自治体というもうひと

つのレベルの政府が機能しなければならない

と思っています。この地域に、県は無くしま

した。県はこれから道州政府の方で広域的な

政策立案、行政をやります。市町村の方は、

それぞれの所でどうぞよろしく…となるかど

うか。また、市町村合併が相当程度進んでい

ます。それで、現在、県が抱えている権限や

仕事を市町村がこなせるかどうか、というこ

とも問題になってくるわけです。

道州制を念頭に置いたとき、道州の政府が

どこにできるか。たとえば区例－1で新潟を

含む、埼玉を除いた北関東信越で州ができた

とき、おそらく地理的には、中心は群馬で州

庁が置かれるだろうと考えたとして、州庁を

中心としたアクセスを形成していかなければ

なりません。道路網の再生や鉄道など、アク

セスの再構築を考えなければなりません。ま

た、埼玉を含む道州になってしまえば、今の

インフラの蓄積を考えれば、埼玉を州庁とし

た全く違った整備にならざるを得ないという

ことになります。つまり、今回の道州の問題

は、もしかすると新しい公共事業へのテコ入

れになるかもしれない。

もう一つは、現在の警察機能を道州へ全部

持っていくことは難しいであろうと考えてお

りまして、都道府県警察をどうするのかとい

うのも課題のひとつであります。現実的なの

は刑事警察、公安のような機能は道州に持っ

ていっても、生活安全系、交通整理系の警察

は地方へ残すことが考えられます。そうする

と、そのような警察機能を担えるような基礎

自治体をどうやってつくるかということが問

題になります。戦後直後、警察を市町村で維

持経営していた時期がありますので、全く経

験がないというわけではないのですが、その

当時の警察はあまり参考にならず、新しい基

礎自治体がそのようなタイプの警察機能を担

っていくことにするのかどうか。今日の集ま

りは、理想の都市というものを掲げておりま

すが、その都市という観念の中には警察機能

を含むのかどうかが検討の課題になろうかと

思っています。

地域社会運営（自治）の課題

この道州のもとに、いずれのタイプをとっ

ても数百という市町村が存在していて、そこ

に住んでいる人たちの暮らしを維持してい

く、持続させていくという役割をどう果たし

うるのかを考えていきましょう。

まず、基礎自治体が住民に近い政府である

意味をどのように発揮するのかが重要です。

道州は広域性ということでサイズが大きくな

るわけで、市町村もただ大きくすればいいと

いうわけにはいきません。基礎自治体が最後

に住民の一番近いところで考えるという意味
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を捨てるわけにはいかないということです。

そのためには、最近、住民参加によって自治

基本条例をつくって、どうやって自分たちの

町の政府を上手く機能させるか、あるいは、

地域社会を上手く運営するにあたって政府だ

けに依存するのではなくて、住民団体やコミ

ュニティーが、どのような役割を社会運営の

中で果たしていけるかというようなことを議

論しながら基本条例の中に書き込んでいこう

という動きが出てきております。このような

動きが、自治体が遠くに行けば行くほど、自

分たちの地域の運営を誰がどのように担って

いくかという制度設計が必要になってきたこ

とを表している。多くのことは自治体に任せ

ておけば安心だという時代ではなくなってき

ておりますし、自治体もすべてを考えるとい

う状態ではありません。

二つ目に、自治体のサイズと自治の問題に

ついてです。理想的な都市をつくるときに、

「都市自治体」を構想しているのか、いくつ

かの自治体の「連合」によって都市をコント

ロールしていくのかという問題になるかと思

います。合理的に考えれば、コントロールの

主体あるいは意思形成の主体はひとつであっ

た方がやりやすくなります。けれども、複眼

的都市とでも言いましょうか、二つの核があ

るような都市がお互いに競い合うことによっ

て、それぞれの地域を良くしていけるように

なるという考え方もあるわけで、これは選択

の余地のあるところだと思います。

今、大阪市は制度改正をして特別市になろ

うということで、周辺の都市との関係をどう

構築していくか、大阪府の意向もありますの

で、混沌とした議論がなされています。しか

し、それはどこにでもあることで、都市を管

理するのは出来るだけ一つの政府の役割であ

った方が望ましいのかもしれないけれども、

複合的な都市連携、自治体連携によって、都

市の機能をコントロールしていくことが可能

かもしれないという問題であります。

もう一つ、先ほど申し上げた自治集落とい

う問題です。自治集落は大半が消滅したと言

われていますが、今日もなお残っているとこ

ろは随分とあります。明治7年頃の東京です

と8万3千位もの自治集落があったと報告さ

れています。それがやがて、明治21、2年の

合併によって1万5千に統合され、戦後の合

併で約3,600位、そして今度の合併で1,800

程度に統合されました。しかし、まだ地域に

は集落自治の風習と人間関係、ときには財産

が残っているということもあります。したが

って、今の自治体というのは、過去に遡ると、

何度かの合併を経て、それぞれが多くの自治

集落を束ねて一つの自治体がつくられてきて

いるわけです。

その自治体ですけれども、法律用語では地
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方公共団体と言いますが、自治体というよう

なニュアンスで自治をする単位、あるいはそ

れぞれの地域の共同意思を形成していく。こ

の地域では、このまちではこうしたいという

ことを形成していく単位として、ここを重視

していくかどうかが、今回の合併でも課題に

なりました。合併によって一体感を持って新

しい都市をつくっていこうという地域と、そ

うではなくて分権型、分散型の旧市町村を連

合した形の都市にしていこうという構想の地

域とが相俟っているようです。やはり、自治

体というものが、そこに住んでいる人々の信

託で成り立っている関係である以上、人々の

意思を確認しやすい単位が自治のサイズであ

ると考えているわけですが、それをどう設計

していくかということが大きな課題になって

きているように思います。

地方自治法で、条例をもって地域自治区を

定め、そこに地域協議会を置くことができる

ということが定められました。それがこのよ

うな単位として機能するのかどうかを含め、

都市の中のどのように人々のまとまりを実感

させる単位をつくっていくのか、残していく

のか。また、そこにどのような権限、予算を

配分していくのかを考えなければいけない状

態にあると思われます。それは、都市の規模

が大きくなればなるほど、そのような側面が

強くなると考えます。

三つ目は、中核的な都市の役割についてで

すが、道州の下に二百数十市町村というとき

に、それぞれ切磋琢磨して自分たちの区域の

中だけ何とかしようと頑張るのが基本です。

ただし、経済活動や商業活動など様々なこと

を考えると、ある程度、中核的な都市が形成

され、そこに機能を連携した市町村が存在し

てくることになります。これまでは全部やら

なければ自治体ではないかのように言われて

きたのですが、機能連携ということが可能で

あると考えて、今、地方自治法には区域内の

事務を行うために自治体があるというニュア

ンスではなくて、地域の事務を総合的に行う

ということが書かれています。採りようによ

っては、区域を越えて周辺の地域を考慮した

規定になっているのかと思われます。人々は

その区域を越えて行動しておりますので、自

治体間の相互依存関係が相当綿密に発生して

おります。たとえば、地方都市に行きますと、

「県で一番栄えているのは、この都市です」

と言うのですが、その栄え方というのは、周

辺の農村の方々が買い物にきたり、勤めの帰

りに飲み屋で一杯飲んで帰って所得を落とし

たりというような形で、人々がそこに集まり

散じていくことで都市の力がついているのは

当然のことなのです。行政では、自分のとこ

ろに住民税を払っていない人だけれど市道を

タダで使ってよろしいということですし、よ

そから来た人のゴミは収集しませんよという

わけにはいかないので、幅広く行政サービス

が提供されているなど、上手い具合に相互相

関しているのです。

私は、東京都庁の職員研修で「東京では調

達できなくて、東京都以外に依存している資

源を書き抜くように」と課題を出したことが

あります。まじめに取り組んでくれたとは思
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いませんが、単純に考えれば「電力」「水」

「食料」など、大変な依存の仕方をしていま

す。他で生産されたものを移動してきて利用

している。人材もそうです。食料は流通経費

が入っているのに、その他についての値段は

一緒とはいかがなものか。このことは、これ

から相互依存関係をしていく中で、どういう

ふうに受け止めていくのかということが重要

であると考えます。

このようなことから、道州制について、私

は反対とも賛成とも言っていませんし、これ

まで「浮かんでは消え」を繰り返しているの

で、どうせならないだろうとタカをくくって

いたようなところがありました。しかし、一

連の動きをみながら道州制の可能性を見出す

ならば、今ぶつかっている課題を乗り越えて

いける可能性があるのならばどんなことか、

と考えてみることにしました。

先ほどの例えですと、東京圏ではほとんど

資源を依存しているわけですが、依存関係で

はなくて、きちんと、ある種の市場が形成さ

れてくる。たとえば、東北の福島県から東京

へ電力が移送されるとき、税をかけるように

すれば福島県の財政に一定の貢献をするであ

ろうと思います。道州制と言わずに連邦制で

なければ出来ないかもしれないという意見も

ありますが、課税もする立法権を与えていく

こともひとつの面白さかなと思っています。

このことは、人口減少社会にも関わらず東京

に一極集中しているという問題にも関わって

きます。事業所税を何倍かにすれば止まるの

ではないかということがありましたが、東京

で暮らすことはコストが掛かるということを

一般化すると、意味があることではないかと

考えています。そういう形の自立型の地方経

営というものが設計可能であれば、道州制に

また面白さが加わると思うところです。

拡大する社会格差に対してどのような対策

が可能であろうかと先ほど申しましたが、自

立的地方経営が可能であれば、それぞれの地

方政府が、それぞれの地方の事情に合わせて

政府の規模を決めていけるのです。大きい、

小さいというのは、どの水準まで社会保障を

域内で設定するか、まさに再分配の問題にな

って、経済学の先生には、寝ぼけていると言

われるかもしれませんが、そのようなサイズ

として道州ということを考えていくことが可

能になります。どうせ無理だろうと座視して

いるわけにはいかなくなっていることを感じ

ています。地方の様々な利害をどこで調整し

ていくのか、という政治の単位が必要になっ

てきているのです。

いろいろな危機感の中で変動が起きてい

て、仕切られた政策空間でもって再分配が行

われるということが機能しなくなってきてい

る。地方に税金を渡すから、いちいち中央に

補助金獲得の陳情をよこすな、地方のことは

地方でやれ、という建て前で三位一体の改革

が行われているし、地元選出の代議士たちの

影響力も低下してきている。そのような中で、

新聞報道にありましたが、群馬県も歴史的な

政治的和解をしたということが言われており

ますけれども、これまで県議会の仲違いが終

息したという単純なものではないと思ってお
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ります。中央の再分配システムに影響力を与

える二つの会派が、もはや二つそれぞれにな

って競い合っていく時代ではなく、ひとつに

まとまって影響力を及ぼさなければならない

時代に来たという気がするところです。

終わりに－理想的な都市とは

今日、お招きをいただいたのは、理想の都

市建設研究会ということでございますので、

最後に理想の都市とは…ということですけれ

ども、実は、答えはありません。近代の日本

において都市のモデルというものが見つかっ

ておらず、かつては京都をモデルに全国に

「小京都」をつくったこともありましたが、

近代ではあのような都市になりたいというモ

デルというよりも、むしろ、東京の都会的な

ムードをモデルとしているようなところが多

いのでしょうか…。皆さんの今後の活動にも

注目をさせていただきたいと思っておりま

す。

時間ですので、終わりにいたします。

ご清聴ありがとうございました。



公開セミナー「道州制と地方分権」41



42 公開セミナー「道州制と地方分権」



公開セミナー「道州制と地方分権」43



44 公開セミナー「道州制と地方分権」




